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ウズベキスタン入国時の検疫措置に関する各種報道について（新型コロナウイルス関係・注意喚起） 

 

● 本日，３月４日，当国における各種メディアが，新型コロナウイルス感染予防措置として，日本

を含む発生国及び地域からの渡航者に対する隔離措置等を報じています。 

● この報道の真偽，また，いつから実施されるか等，実際の措置の詳細等については，現在，当館

において関係当局に対し鋭意確認を行っておりますが（本日１８時の時点で保健省ＨＰには未掲載），

意図せざる検疫・隔離措置に遭わないために，日本から当国への訪問を予定されている方については，

在京大使館，航空会社などを通じて，十分な確認をお願いいたします。 

 

報道内容は以下のとおりです。 

１ アルマートフ・ウズベキスタン保健省衛生疫学福祉局長によって，３月１日から施行する新型コロ

ナウイルスの侵入及び流行の予防を目的とした措置が承認された。 

 

２ 本決定に基づき，中国，韓国，イラン，伊，アフガニスタン，日本，仏，米国などから，「ウ」に入

国する者は，１４日間の隔離措置を受けることとなる。検疫措置の終了後は，医療従事者による架電

による経過観察が１０日間行われる。 

 

３ また，上記の国をトランジットで通過して「ウ」へ入国する場合も，（その国々への）最後の訪問か

ら１４日以上経過してなければ，自宅隔離の措置が講じられ，各々の滞在場所に１４日間隔離状態に

置かれ，家族とのみ接触が許されることとなる。 

 

４ 上記の措置の例外として，政府代表団員，外交旅券所持者，航空会社のパイロット及び客室乗務員，

鉄道乗務員，鉄道輸送業及び国際貨物輸送業に従事する運転手に対しては，上記該当国における（二

週間以内の）滞在歴がある場合であっても，隔離措置はとられない。 

 

５ タイ，アゼルバイジャン，英，マレーシア，アラブ首長国連邦からの「ウ」への入国者の内，とり

わけ，航空会社のパイロット及び客室乗務員，鉄道乗務員，鉄道輸送業及び国際貨物輸送業に従事す

る運転手は，滞在地における（最寄りの）医療機関の医師による１４日間の医療観察下に置かれる。 



 

６ バーレーン，クウェート，アルメニア，ベラルーシ，オマーン，パキスタン，ジョージア，チェコ，

イラク，レバノン，カナダ，リトアニア，エストニア，ルーマニア，ギリシア，オランダ，ノルウェ

ー，オーストリア，デンマーク，スウェーデンから「ウ」に入国する者に対しては，遠隔モニタリン

グが行われる。もしも，これらの国からの入国者が，該当国から出国してから１４日以上経過してい

ない場合，架電によるモニタリングが行われ，公共の場への外出の自粛，人との接触を減らすことが

推奨される。 

 

７ 隔離下に置かれた者が規律違反を犯した場合，法的責任が問われる。例えば，行政法５４条（感染

症対策規則の違反），刑法１９５条（環境汚染対策措置の不履行），同法２５７条１項（衛生法及び伝

染病対策法の違反）に基づき法的責任を問われることとなる。 


